
 

 

 



 

 

  



消防団員に対する報酬、出動手当、退職報償金について 

■団員報酬（年間の額） 

  団員、班長、部長、副分団長  ２４，０００円 

  分団長            ３４，０００円 

  副団長            ４６，０００円 

  団 長            ５５，０００円 

 

■出動手当（1回の出動の額） 

  １，５００円 

  【対象】 

   ・基本団員、災害支援団員、学生隊、Ｔ－ＳＥＬＦ、市役所隊 

 

■退団報償金（退団したときの階級と在職年数による） 

  ◇団員 

      ５年  ２００，０００円 

     １０年  ２６４，０００円 

     １５年  ３３４，０００円 

                     ※班長・部長、副分団長の基準もあります。 

  ◇分団長 

      ５年  ２１９，０００円 

     １０年  ３１８，０００円 

     １５年  ４１３，０００円 

  ◇副団長 

      ５年  ２２９，０００円 

     １０年  ３２９、０００円 

     １５年  ４２９，０００円 

  ◇団長 

      ５年  ２３９，０００円 

     １０年  ３４４，０００円 

     １５年  ４５９，０００円 

※注意……関市は、３年以上の在職から対象（基金の規定は、５年以上）としています。 

また、基金の規定では、５年間刻みで額を設定しているが、市は３年在職から１年刻みの在

職年数に応じて額を定め、基金との差額は一般財源で負担しています。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 


